
令和４年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

（農林水産省４－⑫）

政策分野名
【施策名】

環境政策の推進 担当部局名

政策評価体系上の
位置付け

農業の持続的な発展

政策に関係する内閣の重要
政策

・食料・農業・農村基本計画（令和２年３月３１日閣議決定）第３の２（８）
・地球温暖化対策計画（令和３年10月22日閣議決定）
・気候変動適応計画（令和３年10月272日閣議決定）
・パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（令和３年10月22日閣議決定）
・革新的環境イノベーション戦略（令和２年１月21日統合イノベーション戦略推進会議
 決定）
・生物多様性国家戦略2012-2020（平成24年９月28日閣議決定）

政策評価
実施予定時期

令和６年８月

政策の概要
【施策の概要】

気候変動に対する緩和・適応策の推進、生物多様性の保全及び利用、有機農業の更
なる推進、土づくりの推進、農業分野におけるプラスチックごみ問題への対応、農業の
自然循環機能の維持増進とコミュニケーション

大臣官房環境バイオマス政策課（農産局、畜産局、消費・安全
局）
【大臣官房環境バイオマス政策課、農産局農業環境対策課、畜
産局畜産振興課、消費・安全局農産安全管理課】
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基準
年度

目標
年度

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

0.64
トン

0.67
トン

0.71
トン

0.75
トン

0.79
トン

0.56
トン

0.62
トン

施策（１） 気候変動に対する緩和・適応策の推進

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

温室効果ガスの排出削減目標の確実な達成に向けて、農林水産分野の温室効果ガスの排出削減対策や農地による吸収源対策等を推進する。

目標①
【達成すべき目標】

農地による吸収源対策等の推進、農林水産分野の温室効果ガスの排出削減対策の推進

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

ア
単位面積（1ha）当た
りの堆肥の施用量

0.60
トン

30年度
1.05
トン

12年度

把握の方法

出典：「農業経営統計（米生産費）」（農林水産省）
作成時期：調査翌年度10月頃
算出方法：上記統計の原単位量（10a当たり)のうち、肥料費の「たい肥・きゅう肥」及び自給肥料の「たい肥」、「きゅう肥」を合計
※　年度ごとの実績値と目標値は、実績値を調査翌年度の12月頃に把握するため、評価を実施する時期に把握できないことから、前年度の値を記入

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績値）／（当該年度目標値）×100
Ａ’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

測定指標の選定理由
（及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠）

年度ごとの実績値

Ｆ↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の２（８）①の「農地による吸収源対策等を推進」に該当するア
ウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
　堆肥の施用量について、近年減少傾向にあるため、基本計画の目標年度と
なる令和12年度に、20年前の施用量に戻すことを目標として設定。
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基準
年度

目標
年度

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

4,842
万t-
CO2

4,822
万t-
CO2

4,803
万t-
CO2

4,785
万t-
CO2

4,766
万t-
CO2

5084万
t-CO2

令和５
年４月
頃把握
予定

年度ごとの目標値

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績値-基準値）／（当該年度目標値-基準値)×100
Ａ’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

年度ごとの実績値

出典：「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」（国立環境研究所地球環境研究センター　温室効果ガスインベントリオフィス）
作成時期：対象年度の翌々年度４月頃（日本国温室効果ガスインベントリ報告書により対象年度の排出量が公表された時点）
算出方法：農林水産分野の温室効果ガス総排出量を集計

指標－
計算分類

測定指標 基準値 目標値
測定指標の選定理由

（及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠）

イ
農林水産分野の温
室効果ガスの排出量

4,953
万ｔ-CO2

25年度
4,650

万t-CO2

【測定指標の設定理由】
　基本計画第３の２（８）①の「農林水産分野の温室効果ガスの排出削減対策
の推進」に該当するアウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定の根拠】
　基準年（2013年度）の農林水産分野の温室効果ガス総排出量から、「地球
温暖化対策計画」（令和３年10月22日閣議決定）における農林水産分野の排
出削減量の目標値の合計を差し引いた値を目標値として設定。
※　基準値、目標値及び実績値は、毎年の日本国温室効果ガスインベントリ
報告書の更新により変化する場合がある。

把握の方法

12年度 F↓－差
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基準
年度

目標
年度

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

29
千ha

31
千ha

33
千ha

35
千ha

38
千ha

25.2
千ha

令和5年
5月把握

予定

施策（２） 生物多様性の保全及び利用、有機農業の更なる推進

目標値

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

生物多様性の保全や有機農業の更なる推進に向けて、生物多様性保全に効果の高い取組を推進するとともに、有機農業の取組面積の拡大等を図る。

目標①
【達成すべき目標】

有機農業等、生物多様性保全に効果の高い取組の推進、有機農業の取組面積拡大

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由
（及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠）

年度ごとの実績値
基準値測定指標

23.5
千ha

29年度
63

千ha
12年度

把握の方法

出典：「国内における有機ＪＡＳほ場面積」（農林水産省食料産業局食品製造課調べ）
　　　　「有機農業の取組面積に係る実態調査」（有機農業の取組面積）農林水産省生産局農業環境対策課調べ
作成時期：調査翌々年度７月頃
算出方法：上記調査から有機ＪＡＳ認証を取得している農地と、有機ＪＡＳ認証を取得していないが有機農業が行われている農地の
　　　　　面積を合算し算出
※　年度ごとの実績値と目標値は、実績値を調査翌年度に把握するため、評価を実施する時期に把握できないことから、前年度の値を記入

Ｓ↑－直

【測定指標の設定理由】
　基本計画第３の２（８）②の「有機農業等、生物多様性保全に効果の高い取
組の推進」及び基本計画第３の２（８）③の「有機農業の取組面積」に該当する
アウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
　「新たな有機農業の推進に関する基本的な方針について」において、令和
12年までに有機農業の取組面積を６万3千haにする目標を定めていることか
ら、これを目標値として設定した。

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績値）／（当該年度目標値）×100
Ａ’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

ア
有機農業の取組面
積
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基準
年度

目標
年度

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

0.64
トン

0.67
トン

0.71
トン

0.75
トン

0.79
トン

0.56
トン

0.62
トン

ア
単位面積（1ha）当た
りの堆肥の施用量

測定指標の選定理由
（及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠）

年度ごとの実績値

施策（３） 土づくりの推進

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

土づくりを推進するため、農地への堆肥等の活用を促進

目標①
【達成すべき目標】

堆肥等の活用の促進

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

12年度 Ｆ↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の２（８）④の「堆肥等の活用を促進」に該当するアウトカム指
標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
　堆肥の施用量について、近年減少傾向にあるため、基本計画の目標年度と
なる令和12年度に、20年前の施用量に戻すことを目標として設定。

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績値）／（当該年度目標値）×100
Ａ’ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満

0.60
トン

30年度
1.05
トン

把握の方法

出典：「農業経営統計（米生産費）　」（農林水産省）
作成時期：調査翌年度10月頃
算出方法：上記統計の原単位量（10a当たり)のうち、肥料費の「たい肥・きゅう肥」及び自給肥料の「たい肥」、「きゅう肥」を合計
※　年度ごとの実績値と目標値は、実績値を調査翌年度の12月頃に把握するため、評価を実施する時期に把握できないことから、前年度の値を記入
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基準
年度

目標
年度

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

74
%

75
%

76
%

77
%

78
%

74.5
%

74.5
%

把握の方法

施策（４） 農業分野におけるプラスチックごみ問題への対応

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

農業分野のプラスチックごみ問題の対応に向けて、廃プラスチックの回収・適正処理の徹底や循環利用の促進、排出抑制のための生分解性マルチの利用拡大を推進する

目標①
【達成すべき目標】

廃プラスチックの回収・適正処理の徹底や循環利用の促進、排出抑制のための生分解性マルチの利用拡大

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由
（及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠）

年度ごとの実績値

ア
施設園芸におけるプ
ラスチック排出量に
対する再生処理量

72.5
%

28年度
80
%

８年度 Ｆ↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の２（８）⑤の「廃プラスチックの回収・適正処理の徹底や循環
利用の促進」に該当するアウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
　プラスチック資源循環戦略（消費者庁、外務省、財務省、文部科学省、厚生
労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）では、2035年まで
にプラスチックのリサイクル率（熱回収を含む）100%とされている。
　そのため、2019年の 新のリサイクル値（H28）が70%台であったことから、
2025年80％、2030年90%、2035年100%を経過目標とし、隔年の調査周期も踏
まえて設定。
　なお、調査を実施しない年度に目標値を設定することは適切ではないが、
便宜的に目安値として基準値と目標値を直線で結んで年度ごとの目標値を
記載している。

出典：「園芸用施設の設置等の状況」　（農林水産省生産局園芸作物課調べ）
作成時期：調査翌々年度３月末頃
算出方法：上記調査の農業用廃プラスチック処理量のうち再生処理されたものの割合
※調査が隔年に実施されることから、年度ごとの実績値と目標値は、奇数年度は前年度、偶数年度は前々年度の値を記入

達成度合いの
判定方法

達成度合い（％）＝（当該年度実績値）／（当該年度目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上、90％未満、Ｃランク：50％未満
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基準
年度

目標
年度

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

3,400
トン

3,600
トン

3,900
トン

4,200
トン

4,600
トン

3,606
トン

3,822
トン

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由
（及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠）

年度ごとの実績値

イ
生分解性マルチの
年間利用量

3,400
トン

30年度
4,600
トン

５年度 Ｆ↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の２（８）⑤の「排出抑制のための生分解性マルチの利用拡
大」に該当するアウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）の設定根拠】
　生分解性マルチについて事業終了予定である2023年度（令和５年）までの
目標値を、これまでの利用実績及び今後の利用見込みを考慮し設定。

把握の方法

出典：生分解性マルチの利用状況（出荷量調査）（農業用生分解性資材普及会調べ）
作成時期：調査翌年度12月末頃
算出方法：農業用生分解性資材普及会が行う生分解マルチの利用状況（出荷量調査）を集計
※　年度ごとの実績値と目標値は、実績値を調査翌年度の12月末に把握するため、評価を実施する時期に把握できないことから、前年度の値を記
入

達成度合いの
判定方法

達成度合い（％）＝（当該年度実績値）／（当該年度目標値）×100
Ａ'ランク：150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上、90％未満、Ｃランク：50％未満
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基準
年度

目標
年度

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

30% 34% 38% 42% 46%

0 28.0%

測定指標

施策（５） 農業の自然循環機能の維持増進とコミュニケーション

施策の目指すべき姿
【目標設定の考え方根拠】

SDGsの達成に向けて、有機農業をはじめとする生物多様性と自然の物質循環が健全に維持され、自然資本を管理・増大させる取組について消費者等に分かりやすく伝え、持続
可能な消費行動を促す取組を推進する。

目標①
【達成すべき目標】

持続可能な消費行動を促す取組の推進

ア

環境に配慮した食
品・商品を選択して
いる消費者の割合

32.2% ２年度 50% ７年度

基準値 目標値

年度ごとの目標値

指標－
計算分類

測定指標の選定理由
（及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠）

年度ごとの実績値

出典：消費者意識基本調査（消費者庁）
作成時期：調査翌年度６～７月頃
算出方法：環境に配慮した食品・商品を「かなり選択している」者と「ある程度選択している」者の割合を合計

Ｆ↑－直

【測定指標の選定理由】
　基本計画第３の２（８）⑥の「持続可能な消費行動を促す取組の推進」に該
当するアウトカム指標として設定。

【目標値（水準・目標年度）設定の根拠】
　現状の数値と、今後のフードサプライチェーンにおける関係者の行動変容と
相互連携を促す環境整備の支援の取組の進捗を考慮して設定。

把握の方法

達成度合いの
判定方法

達成度合（％）＝（当該年度実績値）／（当該年度目標値）×100
Ａ'ランク:150％超、Ａランク：90％以上150％以下、Ｂランク：50％以上90％未満、Ｃランク：50％未満
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元年度
[百万円]

２年度
[百万円]

３年度
[百万円]

(1)

気候変動等に対応し
た海外遺伝資源の
保全・利用促進事業
（平成29年度）
（主）

31
(28)

28
(27)

28
（27）

(1)-①-イ
(2)-①-ア 0226

(2)

農林水産分野にお
ける地域気候変動適
応推進事業
（令和元年度）
（主）

18
(17)

17
（17）

17
（17）

(1)-①-イ 0227

(3)

フードサプライチェー
ンの環境調和推進事
業
（令和２年度）
（主）

-
25

（24）
-

(1)-①-イ
(2)-①-ア
(5)-①-ア

-

(4)

輸入栽培用種子中
の未承認遺伝子組
換え体検査対策事
業委託費
（平成24年度）
（主）

10
(10)

10
(10)

10
(9)

－ 0229

(5)

農地土壌炭素貯留
等基礎調査事業
（平成29年度）
（主）

48
(48)

48
(47)

48
(46)

(1)-①ｰｱ
(1)ｰ①ｰｲ 0230

(6)

食料安全保障の確
立に向けた新たな国
民運動推進事業のう
ちフードサプライ
チェーンの環境調和
推進事業
（令和3年度）
（主）

- -
43

(42)

(1)-①-イ
(2)-①-ア
(5)-①-ア

0073- -

-

- -

政策手段の概要等
政策手段

（開始年度）

予算額計（執行額）

-

48 -

-

関連
する
指標

令和４年
度行政
事業

レビュー
事業
番号

- -

４年度
当初予算額

[百万円]

10
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(7)
みどりの食料システ
ム戦略緊急対策事
業

- -
2

(2)

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア
(3)-①-ア
(4)-①-ア

0228

(8)

みどりの食料システ
ム戦略推進総合対
策
（令和３年度補正）
（主）

- - -

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア
(3)-①-ア
(4)-①-ア
(5)-①-ア

新22-
0028

(9)
地力増進法
（昭和59年）
（主）

- - -
(2)-①ｰｱ
(3)-①ｰｱ -

(10)

地球温暖化対策の
推進に関する法律
（平成10年）
（主）

- - -
(1)-①-ア
(1)-①-イ -

(11)

環境と調和のとれた
食料システムの確立
のための環境負荷低
減事業活動の促進
等に関する法律（令
和４年）（主）

- - -

(1)-①-ア
(1)-①-イ
(2)-①-ア
(3)-①-ア
(4)-①-ア
(4)-①-イ
(5)-①-ア

-

(12)

家畜排せつ物の管
理の適正化及び利
用の促進に関する法
律
（平成11年）
（関連：4-⑨）

- - -
(2)-①ｰｱ
(3)-①ｰｱ -

(13)

有機農業の推進に
関する法律
（平成18年）
（主）

- - -
(2)-①ｰｱ
(3)-①ｰｱ -

(14)
生物多様性基本法
（平成20年）
（主）

- - - (2)-①ｰｱ -

-

　家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図ることにより、たい肥が生産・有効利用され、環境保全
効果の高い営農活動に取り組む農業者の増加に寄与する。

-

-

-

環境と調和のとれた食料システムの確立に関する基本理念を定めるとともに、農林漁業に由来する環境へ
の負荷の低減を図るために行う事業活動等に関する計画の認定制度を創設し、税制や金融上の支援措置
を講ずることにより、農林漁業及び食品産業の持続的な発展、環境への負荷の少ない健全な経済の発展等
を図る。

-

　地力の増進を図るための基本的な指針の策定及び地力増進地域の制度について定めるとともに、土壌改
良資材の品質に関する表示の適正化のための措置を規定している。上記の基本指針において、地力の増
進に向けた方策として、有機物の標準的な施用量を示すことにより、農業生産力の増進と農業経営の安定
を図る。

2,516

-
地球温暖化対策計画の策定、温室効果ガスの排出削減等を促進するための措置を講じること等により、地
球温暖化対策の推進を図る。

　有機農業の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、有機農
業の推進に関する施策の基本となる事項を規定している。有機農業者や消費者等に対して有機農業の推
進に関する施策を総合的に講ずることにより、有機農産物の消費喚起及び利用拡大に寄与する。

生物多様性の保全と利用に関する基本原則、生物多様性国家戦略の策定等を規定している。生物多様性
の保全及び利用に関する政策を総合的かつ計画的に推進することにより、豊かな生物多様性を保全し、そ
の恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会を実現し、地球環境の保全に寄与する。

-

837 -
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(15)

農林漁業有機物資
源のバイオ燃料の原
材料としての利用の
促進に関する法律
（平成20年）
（関連：3-⑬）

- - - (1)-①-イ -

(16)
気候変動適応法
（平成30年）
（主）

- - - (1)-①-イ -

(17)

農林漁業有機物資
源のバイオ燃料の原
材料としての利用の
促進に関する法律に
基づくバイオ燃料製
造設備（エタノール、
ディーゼル、ガス、木
質ペレットの各製造
設備）に係る固定資
産税の課税標準の
特例［固定資産税：
地方税法附則第15
条第19項］
（平成20年度）
（関連：3-⑬）

29
(8)

18
(21)

22
(22)

(1)-①-イ -

(18)

食料・農林水産業の
グリーン化に向けた
税制上の所要の措
置［所得税・法人税：
租税特別措置法第
11条の４、第44条の
４］
（令和４年度）
（主）

- - -
(2)-①-ア
(3)-①-ア -

136 146 170

111 146 165

-

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく
計画の認定を受けた生産者や、資材メーカー等の事業者が、一定の設備等を新たに取得等した場合に、所
得税・法人税の特例として、特別償却（機械等32％、建物等 16％）を適用する。
この支援措置により、環境保全型農業に取り組む生産者や、これに必要な有機質肥料などの生産資材を広
域的に供給する事業者の設備投資を支援し、有機農業の取組面積拡大や土づくりの推進に寄与する。

-

-

　原材料生産者と燃料製造業者が連携した取組に関する計画及び研究開発に関する計画を国が認定する
制度を創設するとともに、これら計画の実施に対し、税制や金融上の支援措置をする。
　この法律の適正な執行により、バイオ燃料の製造・利用の拡大が図られ、地球温暖化対策の推進に寄与
する。

政策の予算額[百万円] 3,432

21

　農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律に基づき、認定生産製造
連携事業計画に従ってバイオ燃料製造設備を新設した場合、固定資産税の課税標準を３年間、（）内の率
を掛けた額に軽減する。

【対象となるバイオ燃料】
木質固形燃料（2/3）、エタノール（2/3）、バイオディーゼル（2/3）、ガス（メタン、木質等）（1/2）

　この支援措置により、バイオ燃料の製造・利用の拡大が図られ、地球温暖化対策の推進に寄与する。

政策の執行額[百万円]

参照URL https://www.maff.go.jp/j/budget/review/r4/index.html

政府による気候変動適応計画の策定、気候変動影響評価の実施等の措置を講ずることにより、気候変動へ
の適応を推進する。
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移替え予算に係る政策手段一覧（参考）

元年度
[百万円]

２年度
[百万円]

３年度
[百万円]

(1) - - - - - -

それ以外の政策手段については、「関連」と記載するとともに関係する政策分野の番号を記載している。

（注２）「予算額計」欄について、税制の場合は、減収見込額（減収額）を記載している。

予算額計（執行額）

４年度
当初予算額

[百万円]

関連
する
指標

政策手段の概要等
政策手段

（開始年度）

（注１）当該政策分野の主たる「法令」「予算」「税制」については、「政策手段」の欄に「主」と記載している。

（注３）移替え予算とは、予算成立後、府省間において、移動させられる予算のことである。

令和４年
度行政
事業

レビュー
事業
番号

- -
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